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番号 件  名 頁 

８号 都城市議会議員のハラスメントの防止等に関する条例の制定に

ついて １ 

 



議員提出議案 第８号 

 

都城市議会議員のハラスメントの防止等に関する条例の制定について 

 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 112 条

第１項及び都城市議会会議規則（平成 18 年都議会規則第１号）第 14 条第１項

の規定により提出します。 

 

  令和７年１２月１１日提出 

 

          提出者 都城市議会議員      音堅 良一    

 

          賛成者    〃         広瀬 功三    

 

賛成者    〃         綿屋 善明    

 

賛成者    〃         徳留 八郎    

 

賛成者    〃         森  りえ    

 

賛成者    〃         榎木 智幸    

 

賛成者    〃         長友 潤治    

 

賛成者    〃         筒井 紀夫    

 

賛成者    〃         江内谷 満義   

 

賛成者    〃         杉村 義秀    

 

賛成者    〃         温水 ともひさ  

 

 

都城市議会議長  神脇 清照 様 

 

（提案理由） 

ハラスメントが重大な人権侵害であることを踏まえ、議員が議会内外のあら

ゆる場面において個人の人格及び尊厳を尊重し、適切な言動を確保するための

基本的な考え方を明らかにし、市民から信頼される議会運営の実現に資するこ

とを目的として、条例を制定するもの。 
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都城市議会議員のハラスメントの防止等に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、ハラスメントが重大な人権侵害であることを踏まえ、都城市議会議員

（以下「議員」という。）によるハラスメントの防止及び排除のための基本的な考え方を

示し、議員が、ハラスメントに対する意識を高め、個人の人格及び尊厳を尊重し合い、市

民から信頼される議会の実現に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、ハラスメントとは次に掲げる行為をいう。 

(１) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務

上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の者に精神的若しくは身体的な苦痛

を与え、人格若しくは尊厳を害し、又は勤務環境を害することとなるようなものをい

う。 

(２) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場及び職場外における性

的な言動をいう。 

(３) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠したこと、出産したこと、

妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと等を理由とする

言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくはその措置の利用に関す

る言動によりその者の勤務環境を害することとなるようなものをいう。 

(４) その他のハラスメント （１）から（３）までに掲げるもののほか、誹謗、中傷、

事実に反する風説の流布その他の嫌がらせとなる言動であって、個人の人格若しくは

尊厳又は勤務環境を害するものをいう。 

（議長の責務） 

第３条 都城市議会議長（以下「議長」という。）は、議員によるハラスメントの防止に努

めるとともに、議員によるハラスメントの事案に対して誠実に対応しなければならない。 

（議員の責務） 

第４条 議員は、ハラスメントが個人の人格又は尊厳を不当に傷つける人権侵害に当たる
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ことを理解し、ハラスメントを行ってはならない。 

２ 議員は、自身によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って、

疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。 

３ 議員は、他の議員がハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇

したときは、当該議員に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努め、議長に当該事態につ

いて報告しなければならない。 

（研修等） 

第５条 議長は、議員によるハラスメントの防止及び根絶を図るため、議員に対し必要な研

修等を計画的に実施しなければならない。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議員提出議案第８号関係資料 

 

条例の制定・改廃等に関する資料 

【担当課：議会事務局】 

条例名 都城市議会議員のハラスメントの防止等に関する条例 

制定改廃区分 ■ 新規制定  □ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 公布の日 制定年月  

制定改廃の 

目的・背景 

令和７年第３回定例会における「都城市議会のハラスメント根絶に関する決

議」を踏まえ、条例を制定するもの。 

条例案の概要 

（制定理由・ 

 主な改正点） 

 ハラスメントが重大な人権侵害であることを踏まえ、議員が議会内外のあらゆる

場面において個人の人格及び尊厳を尊重し、適切な言動を確保するための基本的

な考え方を明らかにし、市民から信頼される議会運営の実現に資することを目的

として、条例を制定するもの。 

 （参考） 

 「都城市議会のハラスメント根絶に関する決議」 

 ３ 「都城市議会ハラスメント根絶条例（仮称）」を策定し、市民からの信頼

を確立していきます。 

関係する法令 

及びその条項 

 

 

  

制定改廃を要す

る関係条例等 
都城市議会議員政治倫理規程 

備 考 なし 
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